
 
 

特殊勤務手当ってどんなもの？ 
 

特殊勤務手当には下記のような種類があります。           

給与支払明細書の支給内訳の特殊勤務手当（変動）を見てください。 

そこに金額がある方は確認しながら、このじむたよりを読んでみましょう。 

 

 

手当の種類 支 給 額 種  別 支 給 要 件 

小学校 

教務主任 

学年主任（３学級以上の学年） 

保健主事（６学級以上の学校） 

生徒指導主事（同上） 

主任手当 

（年休・病休・特休

等で終日勤務しな

い場合はつきませ

ん） 

日   200 円 

中学校 

教務主任 

学年主任（３学級以上の学年） 

保健主事（６学級以上の学校） 

生徒指導主事（３学級以上の学校） 

進路指導主事（６学級以上の学校） 

日   6,400 円 

激甚災害（人事委

員会が定める）時

の救援 

被害が特に甚大な非常災害で、学校施設

等に避難している児童、生徒等の救援業

務 

日   3,200 円 保護防災復旧 
非常災害時における児童、生徒の保護ま

たは緊急の防災もしくは復旧の業務 

日   3,000 円 救急業務 
児童、生徒の負傷、疾病等に伴う救急業

務 

日   1,500 円 補導業務 
児童、生徒に対する緊急の補導業務 

４時間程度 

非常災害業務手当 

日   3,000 円 補導業務 
児童、生徒に対する緊急の補導業務 

６時間程度 

修学旅行、林間・臨

海学校等引率手当 
日   1,700 円  

学校が計画・実施するもので、児童・生

徒を引率し泊を伴う指導業務（1 日８時

間程度勤務） 

（人事委員会が定

める）対外運動競技

等引率手当 

日   1,700円  

対外運動競技（中体連主催）等への児童、

生徒の指導引率業務 

（泊を伴うもの又は週休日等で1日８時

間程度勤務） 

日    600 円 週休日等で２時間程度の部活指導 
部活動手当 

日   1,200 円 
 

週休日等で４時間程度の部活指導 

日  4,200 円 ５時間以上の宿日直（管理職も該当） 宿日直手当（台風等

の時の管理当直） 日   2,100 円 
 

５時間未満の宿日直（管理職も該当） 

これらの特殊勤務手当の他に、大野町においては該当しませんが、多学年学級担当手当（複式等）

もあります。（日：2つの学年学級担当 290 円、３つの学年学級担当 350 円） 

 

 


